
山田くらぶ（山くらガールズ） 
2016年度 会則（運営要綱 2016 4月から適用） 

1. 目的 

地域のサッカー好きの子供達が楽しみながら、技術の向上が出来るような環境を提供する。

礼儀と友情をモットーにサッカーというスポーツを通じて心身の育成を図ることを目的と

します。 

2. 対象 

小学生1年生～6年生 主に吹田市近郊での運営に活動が可能な女子。 

スポーツ安全保険に加入する事を条件とする。 

3. 所属 

日本サッカー協会（指名された選手は4種登録を行う）・北摂少年サッカー友好リーグ・ガー

ルズ北摂リーグ 

4. 運営内容 

学校（学校・地域行事を優先）との連携を取りながら運営する。 

5. スタッフ 

ア. コーチ（技術指導） チーフコーチ・アシスタントコーチ・学年担当コーチ（保護者） 

イ. 事務局       入会受付、会計、保険、イベント等の企画等。 

ウ. お世話係      原則としてお世話係は御座いません。 

6. 運営日 

ア． 土曜・日曜・祭日（平日の活動は御座いません） 

イ． 春・夏・冬休み等の平日にも行う場合があります。 

7. 運営活動（活動実施）時間 

ア. 練習････集合時間～解散まで。準備、撤収、移動は時間外となります。 

イ. 試合････現地での集合（第1試合の1時間前）～現地での解散（試合終了後）まで。 

・移動の乗り合わせや荷物の積み込みの為の待ち合わせ（山三小前）は時間外です。 

ウ. 日本サッカー協会の主催する公式大会の集合は第1試合の1時間30分前です。 

エ. 集合・解散場所は全て現地（会場）となります。 

8. 運営場所 

ア. 主に山田周辺の小中学校・公園（山三小・山五小・山一小・東佐井寺小・市場池公園他） 

イ. 大会・交流試合等の遠征により、他地域でも活動する。 

9. 技術指導 （詳細はコーチ名簿）下記指導者が行う。 

ア．コーチ      （三級審判員）亀田・室垣・内田・袋屋 

イ．アシスタントコーチ 北村・八木・渡邊・山崎・狩野・中・原田・宮内 

ウ．アドバイザーコーチ 柿原（公認スポーツ指導員・３種/吹田JFCコーチ） 

10．選手構成 

  1年生から6年生までで構成する 

11．入会の手続きと成立 

  ア．入会申込書（所定様式）の郵送による受理と入会金・スポーツ安全保険代・月会費の受 

領時に成立する。 

    ＜郵送先＞565-0824 吹田市山田西1-25-B310  大久保隆史（山田くらぶ） 

    090-3929-0357 FAX06-6876-4485 MAIL：yataka22＠hotmail.com 

ウ． 名前・住所・学校名・学年・生年月日・連絡先（携帯）を下記にメール連絡する 

＜入退会係・＞ 各年度の担当者 



12．退会・休会 

  ア．入退会担当者への前月末までの連絡により、翌月から承認する。 

  イ．支払い済会費は月割りにて清算返却する。 

  ウ．未納金がある場合は、支払完了後に退会・休会を承認する。 

13．費用 

  ア．低学年（1・2・3年）3500円/月・高学年（4・5・6年）4000円/月・女子2500円/月 

  イ．入会金 2000円（女子のみ3000円）・スポーツ保険800円（1年更新） 

・4種登録費2000円（指名された選手） 

ウ. 実費負担 

① 遠征に伴う費用（試合参加費・交通費を含む） 

② ユニホーム（練習・試合） 

・（練習用）所定のユニホーム・白パンツ・オレンジのストッキングを購入し使用する。 

エ. 会費支払い方法 

＊下記の口座に選手名で振り込むものとする（選手名の前に学年を入れてください 

・5〇〇△△ 

＊支払いは一年を４期に分け３か月単位とする。一括払いも可。 

（振込先） 三菱東京UFJ銀行 千里中央支店 （普）4541751 山田くらぶ 大久保隆史 

 14. 事故･負傷等の賠償責任「当クラブ」は、いかなる場合も賠償責任は負わないものとする。 

  ア. 7に記載する運営時間中の事故などの賠償責任はスポーツ安全保険の適用範囲で行う。 

  イ．運営時間外、移動中の事故等についてもスポーツ安全保険の適用以外は一切責任を負わ 

ないものとする。 

エ． 不測の事故が発生した場合にも、主催者・指導者・車で移動を引率する保護者は一切  

の賠償責任を負わない。 

 15．参加予定の主な大会････日本サッカー協会が主催及び宿泊遠征する大会 

   ５月 大阪ガールズスクエアサッカー大会 

   ９月 大阪少女サッカー大会 

  １０月 大阪女子小学生サッカー大会 

   年間 ガールズ北摂リーグ（約４０試合） 

 16．他クラブとの併用 

  ア．平日運営しているスクール・課外クラブに併用在籍の場合は、当くらぶの運営（試合・ 

練習）を優先する。 

イ． 併用在籍の場合は、入部時に該当責任者（小学校の顧問の先生等）に各自が伝達し 

承諾を得ること。 

 17．練習・試合の設定、雨天時の有無の確認。HP「みんなの掲示板」「お知らせ」で確認する。 


